
規 則

�愛媛県規則第１０号
改元に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

改元に伴う関係規則の整理に関する規則

（建築基準法施行細則の一部改正）

第１条 建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則（平成２７年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）

第３条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則（平成３１年愛媛県規則第１０号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表を次のように改める。
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改 正 後 改 正 前

（建築物の定期報告の時期）

第６条 省令第５条第１項の規定により特定行政庁が定める時期

は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時

期とする。

� 政令第１６条第１項第１号から第４号までに掲げる建築物（同

項第３号に掲げる建築物にあつては、ホテル又は旅館の用途に

供するものに限る。） 令和元年及び同年から３年目ごとの各

年の６月１日から１０月３１日まで

�・� 省略

（建築物の定期報告の時期）

第６条 省令第５条第１項の規定により特定行政庁が定める時期

は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時

期とする。

� 政令第１６条第１項第１号から第４号までに掲げる建築物（同

項第３号に掲げる建築物にあつては、ホテル又は旅館の用途に

供するものに限る。） 平成３１年及び同年から３年目ごとの各

年の６月１日から１０月３１日まで

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 新規則第１０号様式３の規定は、令和元年１０月１日以後に課すべ

き県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知書兼不足

税額等納額告知書について適用し、同日前に課した、又は課すべ

きであった県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知

書兼不足税額等納額告知書については、なお従前の例による。

附 則

（経過措置）

３ 新規則第１０号様式３の規定は、平成３１年１０月１日以後に課すべ

き県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知書兼不足

税額等納額告知書について適用し、同日前に課した、又は課すべ

きであった県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知

書兼不足税額等納額告知書については、なお従前の例による。
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告 示

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則の一部改正）

第４条 愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則（平成３１年愛媛県規則第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）

第５条 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則（平成３１年愛媛県規

則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３０５号
愛媛県建設工事請負業者選定要領の一部改正（平成３０年１０月愛媛県告示第９７８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第

６０７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、令和元年度

愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第

６０７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、平成３１年度

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）（個人用）

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）（個人用）

省略 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成３１年１月１日から令和元年１２

月３１日まで」と記載すること。

２～６ 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成２８年１月１日から平成２８年１２

月３１日まで」と記載すること。

２～６ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和２年１月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の

規定は、平成３２年１月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

附 則

この規則は、令和元年６月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成３１年６月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和元年６月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３１年６月１日から施行する。
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以降の格付けについて適用し、平成３０年度の格付けについては、な

お従前の例による。

以降の格付けについて適用し、平成３０年度の格付けについては、な

お従前の例による。

令和元年７月９日 発行
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